
審査意見（一次審査）への対応を記載した書類 

【西南女学院大学】 

 

＜教育課程審査＞   
  ① 各教科の指導法について、各教科に対応した「学習指導要領解説」が指定

されていない教科があるため、追加すること。（例えば、「社会科教育法」

など） 

 

 (対応)→ 

 

 

 

次の科目について、各教科に対応した「学習指導要領解説」をテ

キストに追加した。 
社会科教育法、算数科教育法、理科教育法、生活科教育法、音楽

科教育法、図画工作科教育法、家庭科教育法 

（シラバス 社会科教育法p7, 算数科教育法p9,理科教育法p11, 生

活科教育法p13, 音楽科教育法p15, 図画工作科教育法p17-18, 家

庭科教育法p20-21） 

 
 ② 授業科目「図画工作科教育法」のシラバスについて、コアカリキュラムに

定める到達目標の（１）１）（学習指導要領における当該教科の目標）の内

容が含まれていることが分かるよう、授業計画（第１回目）において明確化

すること。 
 

 (対応)→ 

 

 

「図画工作科教育法」のシラバスについて、コアカリキュラムに

定める到達目標の（１）１）（学習指導要領における当該教科の

目標）の内容が含まれるよう、授業計画（第１回）を修正した。 
（シラバスp17-18） 

 
 ③ 授業科目「教育課程論」のシラバスについて、授業のテーマ及び到達目標

と授業計画に不整合が生じているため、当該事項のコアカリキュラムを踏

まえた授業内容となるよう、シラバス全体を見直すこと。 
 

 

 (対応)→ 

 

 

・「教育課程論」のシラバスについて、コアカリキュラムを踏ま

えた授業内容となるよう、シラバス全体を見直した。 
・シラバスとコアカリキュラムの対応を明確にするため、コアカ

リキュラムを見直した。 
（シラバスp26-27,コアカリp28） 



  ④ 授業科目「特別活動及び総合的な学習の時間の指導法」のシラバスについ

て、コアカリキュラムに定める到達目標の（３）１）の内容が含まれている

ことが分かるよう、授業計画において明確化すること。 
 

 (対応)→ 

 

授業科目「特別活動及び総合的な学習の時間の指導法」のシラバ

スについて、授業計画（第１５回）を見直し、コアカリキュラム

に定める到達目標の（３）１）の内容を含むよう修正した。 
（シラバスp29-31） 

 
  ⑤ 授業科目「教育方法論（ICT 活用を含む。）」のシラバスについて、授業

のテーマ及び到達目標と授業計画に不整合が生じているため、当該事項の

コアカリキュラムを踏まえた授業内容となるよう、シラバス全体を見直す

こと。 
 

 (対応)→ 

 

「教育方法論（ICT活用を含む。）」のシラバスについて、担当教

員変更に伴い、新規提出した。 
（様式第2号p6,シラバスp34-35,コアカリp36−37,様式第3号p45-46

） 

 
  

 

 

 

 

 


